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1 介護保険の保険料が変わります
　　介護・障害福祉課介護保険係　☎ 368-1497問

　介護保険料は、３年に一度、見直しを行っています。保険料は介護保険を運営していくための大切な
財源です。介護が必要になったときに誰もが安心してサービスを利用できるよう、介護保険料を納付くだ
さい。
　詳しくは、今月号の多賀城NOWと一緒に配布する「介護保険の保険料のお知らせ」を確認してください。
　令和６年度（令和６年４月〜令和７年３月分）の保険料額は、令和５年中の所得に基づいて算定し、７月
中旬以降に郵便でお知らせします。

第８期【令和３年度から令和５年度】 第９期【令和６年度から令和８年度】
所得段階 保険料算定基準 月額 所得段階 保険料算定基準 月額

第１段階

○生活保護受給者
○�老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税者

1,160円 第１段階

○生活保護受給者�
○老齢福祉年金受給者で住民税世帯非課税者

1,240円

本
人
が
市
民
税
非
課
税

同じ世帯
にいる人
全員も市
民税非課
税

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以
下の人

本
人
が
市
民
税
非
課
税

同じ世帯
にいる人
全員も市
民税非課
税

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以
下の人

第２段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円超
120万円以下の人

2,320円 第２段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円超
120万円以下の人

2,480円

第３段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が120万円を
超える人

3,770円 第３段階
本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が120万円を
超える人

4,030円

第４段階 同じ世帯
に市民税
課税がい
る場合

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以
下の人

4,350円 第４段階 同じ世帯
に市民税
課税がい
る場合

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円以
下の人

4,650円

（基準額）
第５段階

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円を
超える人

5,800円
（基準額）
第５段階

本人の課税年金収入額と合計
所得金額の合計が80万円を
超える人

6,200円

第６段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が120万円未満
の人

6,670円 第６段階

本
人
が
市
民
税
課
税

合計所得金額が120万円未満
の人

7,130円

第７段階
合計所得金額が120万円以上
210万円未満の人

7,540円 第７段階
合計所得金額が120万円以上
210万円未満の人

8,060円

第８段階
合計所得金額が210万円以上
320万円未満の人

8,700円 第８段階
合計所得金額が210万円以上
320万円未満の人

9,300円

第９段階
合計所得金額が320万円以上
400万円未満の人

9,860円 第９段階
合計所得金額が320万円以上
420万円未満の人

10,540円

第10段階
合計所得金額が400万円以上
500万円未満の人

10,730円 第10段階
合計所得金額が420万円以上
520万円未満の人

11,780円

第11段階
合計所得金額が500万円以上
の人

11,600円

第11段階
合計所得金額が520万円以上
620万円未満の人

13,020円

第12段階
合計所得金額が620万円以上
720万円未満の人

14,260円

第13段階
合計所得金額が720万円以上
の人

14,880円
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10月６日㊐は多賀城市長選挙の投票日

多賀城南門デザインのマンホールカード配布開始

　　選挙管理委員会事務局選挙係　☎ 368-5139問

　　企業経営課料金業務係　☎ 745-8049問

　10月24日㊍に任期満了となる多賀城市長の選挙日程は、次のとおりです。
●告示日（立候補受付日）：９月29日㊐
●期日前投票：９月30日㊊〜10月５日㊏
●投　票　日：10月６日㊐
　市長選挙は、今後の市政の行方を左右する、私たちにとって最も身近で重要な選挙です。家族や友人を
誘い、みんなで投票に行きましょう。
＊仕事や旅行などで当日投票できない人は、期日前投票をしましょう。

　多賀城創建1300年を記念し、「多賀城南門」をデザインした新たなマンホール
カードを配布しています。詳しくは、市HPを確認してください。
●時　間：９時30分〜17時
●場　所：東北歴史博物館
●休館日：�毎週㊊（国民の祝日にあたるときはその翌平日）、�

年末年始、臨時休館日

4 多賀城市公共施設等総合管理計画を改訂しました
　　企画課行政管理係　☎ 368-2291問

　平成29年３月に策定した多賀城市公共施設等総合管理計画について、国の指針に基づく計画の見直し
のほか、公共施設などの面積および整備・維持管理に係る費用を縮小しつつも施設機能を強化充実させる
「縮充」を具現化するための方向性を盛り込み、アンケートやパブリックコメントでいただいた意見など
も参考に、令和６年３月に計画を改訂、同年４月から施行しました。

●改訂の主な内容　
・有形固定資産減価償却率の推移の追加
・ユニバーサルデザイン化、脱炭素化の推進方針の追加
・�全庁的な取組体制の構築やPDCAサイクルの推進などに係る方針の追加
・施設類型ごとの管理に関する基本的な方針の追加　など

　詳しくは、市HPまたは以下の施設に備え付けの資料を確認してください。　
　企画課窓口、市民活動サポートセンター、文化センター、山王地区公民館、大代地区
公民館、総合体育館、市民プール、シルバーヘルスプラザ、市立図書館、児童館・児童
センター



11 2024.5

5 マイナンバーカードを�
休日に受け取ることができます
　　市民課市民係　☎ 368-1104問

■�平日のマイナンバーカード受け取りが難しい人のために、下記日程に限り休日窓口を
開設します。

●開 設 日：６月９日、８月４日㊐
●時　　間：９時〜12時
●必要な物：�①交付通知書（はがき）または再通知書�

②本人確認書類（❶または❷）�
　❶顔写真付き官公署発行の証明書　：１点（運転免許証、パスポートなど）�
　❷顔写真のない官公署発行の証明書：いずれか２点（健康保険証、医療費受給者証など）�
③通知カード（持っている人のみ）�
④住民基本台帳カード（持っている人のみ）

■カードの受け取りができる方
●�原則、カードの受け取りは本人です。
●�15歳未満の人または成年（未成年）被後見人の人は、本人と法定代理人が来庁してください。（本人確
認書類は、本人と法定代理人の両方が必要）

●�やむを得ない理由により本人が来庁できない場合は、下記の「来庁困難の理由」に該当する場合に限り、
代理人にカードの受け取りを委任することができます。該当する場合は、追加の持ち物があるため、交
付通知書と併せて送付した「マイナンバーカード受取りのお知らせ」または市HPを確認してください。

来庁困難の理由 来庁困難の証明書類の例

心身の病気や障害により来庁が困難な人
診断書、入院療養計画書、領収書、診療明細書、身体障害者手帳、
療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害福祉サービス受給者証、
自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書など

成年被後見人 代理権を証明する書類

被保佐人及び被補助人 代理権を証明する書類

中学生、小学生、未就学児 本人確認書類

75歳以上の人 本人確認書類および「個人番号カード交付通知書兼照会回答書（同
封はがき）」の余白に本人が来庁困難である旨を記載

長期入院している人 診断書、入院療養計画書、入院中であることが確認できる領収書、
診療明細書、病院長が作成する顔写真証明書

施設に入所している人 入所証明書類、施設長が作成する顔写真証明書

要介護、要支援認定を受けている人 介護保険被保険者証、認定結果通知書、ケアマネージャおよびその
所属事業者の長が作成する顔写真証明書

妊娠している人 母子健康手帳、妊婦検診の受診が確認できる領収書または受診券

長期（国内外）出張中である人 出張命令書、出張先の地域に居所があることが確認できる資料など

海外留学している人 査証（ビザ）のコピー、留学先の学生証のコピーなど

高校生、高専生 学生証、在学証明書

心の問題などでひきこもり状態にある人 公的な支援機関の職員および当該機関の長が本人の顔写真を証明し
た書類

＊休日窓口は、マイナンバーカード関係事務のみの手続きとなります。
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6 第28回防災まちづくり大賞消防庁長官賞受賞
　　教育総務課学校教育係　☎ 368-5022問

　市内小中学校の教員が組織している多賀城市防災主任者会が、「連携を力に進める地域の特性を踏まえた
主体的・持続的な防災機能整備と防災教育」の事例を高く評価され、第28回防災まちづくり大賞消防庁
長官賞を受賞しました。
　本取り組みは、地域に根差した団体などが防災、減災などの効果的な取り組みを広く全国に紹介するこ
とにより、地域における災害に強い安全なまちづくりをより一層推進するものです。

7 子どもコマ大戦 in 多賀城
　　中央公民館☎368-0133、山王地区公民館☎368-6192、大代地区公民館☎364-8442問

　金属加工のプロであり、「G1最強コマ決定戦2024」チャンピオンの株式会社岩沼精工様を講師に招き、
金属について学びながら自分で金属のコマを作ってトーナメントで対戦します！
　各地区の公民館で予選大会を実施し、各予選大会の上位入賞者によるグランドチャンピオンシップによ
り本市のチャンピオンを決定します！
　トーナメントのほかにはタイムトライアルも実施し、各種目の成績上位者には「金のコマ」や「銀のコマ」
が贈られます！

●日時・場所：別表のとおり
●対　　象：市内在住の小学生
●定　　員：各場所24人
●費　　用：500円（コマ１個分）�
＊コマは当日追加購入できます。
●申し込み：市公式LINEから�
（先着順、定員になり次第締め切り）
●講　　師：株式会社岩沼精工

各公民館予選大会＆タイムトライアル
場　所 日　時 募集期間

中 央 公 民 館 6月 1日㊏ 9時30分〜12時 5月11日㊏〜5月26日㊐

大代地区公民館 7月 6日㊏ 9時30分〜12時 6月15日㊏〜6月30日㊐

山王地区公民館 8月24日㊏ 9時30分〜12時 7月26日㊎〜8月11日㊐

グランドチャンピオンシップ
場　所 日　時 備　　考

山王地区公民館 8月24日㊏ 12時〜13時
各地区予選大会の上位入
賞者による決勝大会を、
山王地区公民館場所終了
後に行います。
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8 東北学院大学・多賀城市連携　市民公開講座
　　生涯学習課社会教育係　☎ 368-2445
　　東北学院大学地域連携課　☎ 354-8140
問

●日　　時：６月11日㊋〜10月22日㊋18時〜19時30分
●場　　所：市民活動サポートセンター　大会議室
●対　　象：�生涯学習または学び直しを目的とする高校生以上で、継続的に参加する意欲のある人
●費　　用：無料
●定　　員：�40人（申込順）�

＊お申込み時点で定員に達している場合はご参加いただけないことがあります。
●内　　容：メインテーマ「学び直しで毎日の生活を豊かに」（全14回）
●申し込み方法：�５月１日㊌〜５月29日㊌に往復はがきで、下記①〜⑧を記入のうえ送付

【往信部】�①「東北学院大学・多賀城市連携　市民公開講座」と明記②郵便番号③住所
④電話番号⑤氏名（ふりがな）⑥年齢⑦職業

【返信部】⑧申込者の宛名（住所・氏名）
●送 付 先：�東北学院大学地域連携課（〒984-8588仙台市若林区清水小路３-１）
＊本年度も令和5年度同様、年１回の連続講座ですので注意してください。

回　数 日　程 講　　師 内　　容
開講式、
第１回 ６/11㊋ 国際学部国際教養学科

教授　三須拓也氏 国際関係から考えるマグロ

第２回 ６/18㊋ 教養教育センター
教授　塚本信也氏 漢文と漢語－中国語のいまむかし－

第３回 ６/25㊋ 経済学部経済学科
教授　佐藤純氏

グローバル経済の形成史－イギリスと世界貿易
のネットワーク－

第４回 ７/２㊋ 情報学部データサイエンス学科
教授　菅原研氏

学び直しで「プログラミング!?」－プログラ
ミング的思考とは－

第５回 ７/９㊋ 人間科学部心理行動科学科
教授　宍戸隆之氏 健康に結びつく非常識な運動学

第６回 ７/23㊋ 法学部法律学科
教授　冨田真氏 刑事裁判はどのように行われるのか

第７回 ７/30㊋ 工学部環境建設工学科（工学総合研究所）
教授　千田知弘氏 土木の本当の素顔と魅力をお伝えします

第８回 ８/27㊋ 地域総合学部政策デザイン学科
教授　黒坂愛衣氏 ハンセン病問題から学ぶ「感染症と差別」

第９回 ９/３㊋ 工学部環境建設工学科（工学総合研究所）
教授　恒松良純氏 建物の避難と安全を考える

第10回 ９/10㊋ 経営学部経営学科
教授　齋藤善之氏 歴史から見た日本人のおもてなし

第11回 10/１㊋ 東北大学災害科学国際研究所防災実践推進部門
教授　佐藤健氏 地名と災害－自然の恵みと災いの二面性－

第12回 10/８㊋ 教養教育センター（工学総合研究所）
助教　磯村和樹氏

災害が起きる前のことを記録し伝える－東日本大震災
被災地等での「失われた街」模型復元プロジェクト－

第13回 10/15㊋ 東北工業大学工学部都市マネジメント学科
講師　小野桂介氏

三次元ビデオゲームを活用した地域の浸水危
険度の学び直し

第14回、
修了式 10/22㊋ 文学部歴史学科

教授　七海雅人氏 鎌倉・南北朝時代の多賀国府

＊第11回、第13回以外の講師は、全て東北学院大学所属
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9 ５月は春のこどもまんなか月間です
　　子ども政策課子ども政策係　☎ 368-1611問

　こども家庭庁では、こどもや子育て世帯を社会全体で支える機運をさらに高めるため、５月を「春のこ
どもまんなか月間」と定め、こども・子育てに係るさまざまな取り組みを実施しています。

■児童福祉週間
　こども家庭庁では、春のこどもまんなか月間の取り組みとして、全てのこどもが家庭や地域において、
豊かな愛情に包まれながら、夢と希望を持った未来の担い手として、個性豊かにたくましく育っていける
ような環境・社会をつくるため、全てのこどもと子育てを大切にする取り組みを進めています。このよう
な中、こどもや家庭、こどもの健やかな成長について国民全体で考えることを目的に、毎年５月５日「こ
どもの日」から1週間を「こどもまんなか　児童福祉週間」と定めて、児童福祉の理念の普及・啓発のた
めの各種行事を行っています。
●期 間：５月５日㊐㊗〜11日㊏

■令和６年度「こどもまんなか　児童福祉週間」標語　
　すきなこと　どんどんふやして　おおきくなあれ

10 防災行政無線についてのお知らせ
　　危機管理課防災減災係　☎ 368-2079問

■防災行政無線工事が始まります
　災害時などにおける市民の皆さまへの情報提供手段の一つとして整備している
防災行政無線（同報系）の更新工事が始まります。更新工事に伴い、屋外子局が
１カ所増えて55カ所になります。５月から防災行政無線設置箇所への重機の搬入
や試験放送などを行います。近隣にお住まいの皆さまにはご迷惑をおかけします
が、ご理解のほどよろしくお願いします。
　また、防災行政無線更新工事に伴い、5月18日㊏に無線設備の入替工事を行います。工事作業中は、
防災無線の放送が遅れる場合がありますので、ご理解ください。
　工事の詳細については、問い合わせいただくか市HPを確認してください。
●工事期間：５月上旬から10月中旬まで（予定）
●無線設備入替工事：５月18日㊏９時〜17時

■全国瞬時警報システム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達試験
　緊急時における市民への迅速かつ確実な情報伝達を目的とした、全国瞬時警報シス
テム（J-ALERT）の全国一斉情報伝達試験が実施されます。これに伴い本市でも防災
行政無線（同報系）から試験放送を行うとともに、防災アプリや防災メールなどに試
験配信を行います。
●日　時：５月22日㊌11時

無料
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1 1 あやめ俳句大会投句募集
第34回多賀城跡あやめまつり
　　市民文化創造課交流観光係　☎ 368-2085問

■あやめや花
はな

菖
しょう

蒲
ぶ

にちなんだ俳句を募集します
●募集期間：�６月３日㊊〜６月21日㊎（締切日必着）�

＊園内投句箱は、６月15日㊏〜６月21日㊎まで設置
●応募方法：�自作の俳句（何句でも可）、氏名（学校名・学年）、年齢、住所、連絡先を記載し、多賀城跡

あやめまつり実行委員会事務局（〒985-8531　住所不要）へ郵送またはFAX（☎368-2369）
＊�市公式LINEでの応募も行います。詳細が決まり次第、市公式LINEのプッシュ通知でお
知らせします。

●投 句 料：�無料（１人何句でも可）
●　 賞 　：�［一般の部］特選３席・秀逸５句、［小中学生の部］特別奨励賞小中学生各３句�

＊いずれも賞状・記念品を贈呈
●選　　者：熊谷山里氏、小松温美氏
＊�表彰式は行わず、受賞者の発表は賞品の発送をもって代えさせていただきます。なお、入選者および入
選句は、多賀城NOWおよび市HPで公表させていただきます。

■第34回多賀城跡あやめまつり
●期　間：６月15日㊏〜６月21日㊎
●場　所：多賀城跡あやめ園
　詳しい内容は、多賀城NOW６月号をご覧ください。

12 スマートフォン講習会を開催します
　　企画課 ICT推進室　☎ 368-2160問

　各公民館でスマートフォン講習会を開催します。今回は、多くの人に利用されているアプリ「LINE」
の使い方を学びます。今やLINEは、必須アプリと言ってもよいほどに普及しています。ぜひ、この機会
にLINEに触れてみてください。
＊講習会で使用するスマホは本市で用意します。
＊事前予約が必要です。

●日時・場所：日程表のとおり
●定　　員：各回10人（先着順）最少催行人数５人
＊�申込者数が最少催行人数（５人）に達しない場合、
講習会は開催されません。その際、中止の連絡が
直前になる場合がありますのでご了承ください。

●内　　容：LINEの使い方
●費　　用：無料
●申し込み（開催日３日前までに申し込み）
・市公式LINE（「予約・申請」→「イベント・講習等申込」→「対面型スマホ教室」）
・�開催場所（各公民館）で配布中の申込書を直接または電話�
（中央公民館☎368-0133、山王地区公民館☎368-6192、大代地区公民館☎364-8442）

日　程 時　間 場　所

5月23日㊍ 13時30分〜15時 中央公民館

5月30日㊍ 13時30分〜15時 山王地区公民館

6月 6日㊍ 13時30分〜15時 大代地区公民館


